
【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成31年2月8日提出

【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役　ローラン・ベルティオ

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【事務連絡者氏名】 石津　有希

【電話番号】 03-3593-6113

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

継続募集額　上限 1兆円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年2月13日付にて提出いたしました有価証券届出書（平成30年8月10日付、有価証券届出書の訂正

届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます）の記載事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項

がありますので、本訂正届出書を提出するものであります。

販売会社の追加の訂正およびこれに伴う所要の訂正を行います。

2．【訂正事項】

原届出書の内容は本訂正届出書の内容に変更および更新されます。

下線部　　　は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】
（８）【申込取扱場所】

　＜訂正前＞

株式会社 りそな銀行

株式会社 埼玉りそな銀行

株式会社 近畿大阪銀行

大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号

埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号

大阪府大阪市中央区城見一丁目4番27号

前記の取扱金融機関を、以下「販売会社」ともいいます。販売会社によっては、一部の支

店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せ

ください。

　＜訂正後＞

申込取扱場所（「販売会社」）については、後記「(12) その他　⑤ その他」のお問合せ先

にご照会ください。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

＜訂正前＞
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（略）

＜訂正後＞

（略）

第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】

１）お申込みの受付場所
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＜訂正前＞

ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において取

扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合がありま

す。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せください。

販売会社

株式会社 りそな銀行

株式会社 埼玉りそな銀行

株式会社 近畿大阪銀行

＜訂正後＞

ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っ

ております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。

販売会社については委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は次の通りです。

２）申込手続きと申込価額

＜訂正前＞

　　　　　　（略）

申込価額は、申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社により毎

営業日計算され、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができま

す。

委託会社の照会先は次の通りです。

（略）

＜訂正後＞

（略）

申込価額は、申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社により毎

営業日計算され、販売会社または委託会社（前記「１ 申込（販売）手続等 １）お申込み

の受付場所」をご参照ください）に問い合わせることにより知ることができます。

（略）

２【換金（解約）手続等】

４）換金価額の照会方法

　　＜訂正前＞

換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せ

ることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。

ファンドの換金価額について委託会社（（前記１ 申込（販売）手続等　２）申込手続きと

申込価額）のお問合せ先をご照会ください。）にお問合せください。
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　　＜訂正後＞

換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せ

ることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。

ファンドの換金価額について委託会社（前記「１ 申込（販売）手続等 １）お申込みの受

付場所」をご参照ください）にお問合せください。

第三部【委託会社等の情報】

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(2）販売会社

＜訂正前＞

・名称 株式会社りそな銀行

・資本金の額 279,928百万円（平成30年3月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営

等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

・名称 株式会社 埼玉りそな銀行

・資本金の額 70,000百万円（平成30年3月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

・名称 株式会社 近畿大阪銀行

・資本金の額 38,971百万円（平成30年3月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

＜訂正後＞

・名称 株式会社りそな銀行

・資本金の額 279,928百万円（平成30年3月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営

等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

・名称 株式会社 埼玉りそな銀行

・資本金の額 70,000百万円（平成30年3月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

・名称 株式会社 近畿大阪銀行※2

・資本金の額 38,971百万円（平成30年3月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

・名称 株式会社関西アーバン銀行※1　※2

・資本金の額 47,039百万円（平成30年3月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

※1　平成31年2月12日より取扱いを開始します。

※2　平成31年4月1日付で、関係当局の許認可の取得等を前提として、株式会社近畿大阪銀行と株

式会社関西アーバン銀行とは、株式会社近畿大阪銀行を存続会社とする合併を行い、商号は

「株式会社関西みらい銀行」となる予定です。
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